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報告第１号 

 

平成２６年度倉吉市繰越明許費繰越計算書について 

 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、次のとおり平成２

６年度倉吉市繰越明許費繰越計算書を本市議会に報告する。 

 

平成２７年６月８日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 

1



平
成
2
6
年
度
倉
吉
市
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書

（
一
般
会
計
）

（
単
位
：
円
）

既
収

入

特
定

財
源

国
庫

支
出

金
県

支
出

金
起

債
分

・
負

担
金

諸
収

入

2
総
務
費

1
総
務
管
理
費

社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
対
応
シ
ス
テ
ム
改
修
事
業

1
1
,
4
0
0
,
0
0
0

1
1
,
4
0
0
,
0
0
0

8
,
2
6
6
,
0
0
0

3
,
1
3
4
,
0
0
0

2
総
務
費

1
総
務
管
理
費

旧
明
倫
小
学
校
円
形
校
舎
等
除
却
事
業

6
9
,
3
0
4
,
0
0
0

6
9
,
3
0
4
,
0
0
0

6
9
,
3
0
4
,
0
0
0

2
総
務
費

1
総
務
管
理
費

シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
た
か
ら
や
跡
地
整
備
事
業

7
7
,
1
5
6
,
0
0
0

7
7
,
1
5
5
,
8
8
0

7
3
,
1
0
0
,
0
0
0

4
,
0
5
5
,
8
8
0

2
総
務
費

1
総
務
管
理
費

地
域
住
民
生
活
等
緊
急
支
援
交
付
金
事
業

5
5
6
,
9
7
7
,
0
0
0

5
5
6
,
4
3
4
,
6
6
8

3
7
,
4
7
1
,
9
0
0

5
1
8
,
9
6
2
,
7
6
8

3
民
生
費

1
社
会
福
祉
費

社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
対
応
シ
ス
テ
ム
改
修
事
業

1
6
,
4
5
4
,
0
0
0

1
6
,
4
5
4
,
0
0
0

1
0
,
9
5
2
,
0
0
0

5
,
5
0
2
,
0
0
0

3
民
生
費

1
社
会
福
祉
費

人
権
啓
発
推
進

1
,
0
2
7
,
0
0
0

1
,
0
2
7
,
0
0
0

7
7
1
,
0
0
0

6
0
,
0
0
0

1
9
6
,
0
0
0

6
農
林
水
産
業
費

1
農
業
費

６
次
産
業
化
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
活
動
交
付
金
事
業

2
6
4
,
7
5
0
,
0
0
0

2
6
4
,
7
5
0
,
0
0
0

2
6
4
,
7
5
0
,
0
0
0

6
農
林
水
産
業
費

1
農
業
費

県
営
農
業
用
河
川
工
作
物
応
急
対
策
事
業
費
負
担
金

9
0
,
0
0
0

6
0
,
4
0
3

6
0
,
4
0
3

6
農
林
水
産
業
費

1
農
業
費

県
営
地
域
た
め
池
総
合
整
備
事
業
費
負
担
金

8
,
0
9
2
,
0
0
0

8
,
0
8
5
,
1
3
3

7
,
1
0
0
,
0
0
0

9
8
5
,
1
3
3

6
農
林
水
産
業
費

1
農
業
費

横
手
地
区
農
業
基
盤
整
備
事
業

6
,
5
8
8
,
0
0
0

6
,
5
8
8
,
0
0
0

3
,
6
0
0
,
0
0
0

2
,
9
8
8
,
0
0
0

6
農
林
水
産
業
費

1
農
業
費

農
業
農
村
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
活
用
支
援
事
業

1
,
0
0
0
,
0
0
0

1
,
0
0
0
,
0
0
0

1
,
0
0
0
,
0
0
0

6
農
林
水
産
業
費

1
農
業
費

輪
王
寺
用
排
水
路
整
備
事
業

2
,
0
0
0
,
0
0
0

1
,
4
2
0
,
0
0
0

9
5
1
,
4
0
0

2
2
7
,
2
0
0

2
4
1
,
4
0
0

7
商
工
費

1
商
工
費

医
療
機
器
関
連
企
業
誘
致
事
業

1
6
,
2
9
7
,
0
0
0

1
6
,
2
4
7
,
2
4
0

1
4
,
5
0
0
,
0
0
0

1
,
7
4
7
,
2
4
0

8
土
木
費

2
道
路
橋
梁
費

地
方
道
路
整
備
事
業
（
地
域
活
力
基
盤
創
造
交
付

金
）

2
5
,
7
3
0
,
0
0
0

1
5
,
6
6
1
,
8
9
0

1
4
,
2
3
0
,
1
9
7

6
0
0
,
0
0
0

8
3
1
,
6
9
3

8
土
木
費

2
道
路
橋
梁
費

安
全
・
安
心
生
活
空
間
整
備
事
業

3
8
,
5
2
0
,
0
0
0

3
7
,
8
0
0
,
0
0
0

2
2
,
6
7
2
,
4
8
6

1
3
,
5
0
0
,
0
0
0

1
,
6
2
7
,
5
1
4

8
土
木
費

3
河
川
費

自
然
災
害
防
止
対
策
事
業

1
4
,
5
0
0
,
0
0
0

5
,
3
8
3
,
4
4
0

5
,
2
0
0
,
0
0
0

1
8
3
,
4
4
0

8
土
木
費

5
住
宅
費

地
域
住
宅
交
付
金
事
業

4
2
,
5
1
5
,
0
0
0

4
2
,
5
1
4
,
0
0
0

4
2
,
4
0
0
,
0
0
0

1
1
4
,
0
0
0

1
0
教
育
費

2
小
学
校
費

成
徳
小
学
校
耐
震
補
強
事
業

2
8
,
2
4
2
,
0
0
0

2
8
,
2
4
2
,
0
0
0

2
6
,
7
0
0
,
0
0
0

1
,
5
4
2
,
0
0
0

1
0
教
育
費

2
小
学
校
費

上
灘
小
学
校
屋
内
運
動
場
改
築
事
業

3
4
0
,
2
8
7
,
0
0
0

3
4
0
,
2
8
7
,
0
0
0

6
5
,
0
0
0
,
0
0
0

2
4
5
,
4
0
0
,
0
0
0

2
9
,
8
8
7
,
0
0
0

1
0
教
育
費

3
中
学
校
費

中
学
校
運
営
(
総
務
)

1
5
,
9
6
0
,
0
0
0

1
5
,
9
6
0
,
0
0
0

1
5
,
9
6
0
,
0
0
0

1
1
災
害
復
旧
費

1
農
林
水
産
業
施

設
災
害
復
旧
費

現
年
度
補
助
災
害
復
旧
事
業

2
,
0
0
0
,
0
0
0

1
,
8
4
5
,
7
2
0

9
2
2
,
8
6
0

7
0
0
,
0
0
0

9
2
,
2
8
6

1
3
0
,
5
7
4

計
1
,
5
3
8
,
8
8
9
,
0
0
0

1
,
5
1
7
,
6
2
0
,
3
7
4

1
2
4
,
7
2
0
,
6
8
3
3
0
4
,
8
6
7
,
1
6
0
4
2
9
,
2
0
0
,
0
0
0

3
,
3
0
7
,
4
8
6

6
0
,
0
0
0
6
5
5
,
4
6
5
,
0
4
5

款
項

事
業
名

金
額

左
の

財
源

内
訳

一
般

財
源

翌
年

度
繰

越
額

未
収
入
特
定
財
源

2



平
成

2
6
年

度
倉

吉
市

繰
越

明
許

費
繰

越
計

算
書

（
下
水
道
事
業
特
別
会
計
）

（
単

位
：

円
）

既
収

入

特
定

財
源

国
庫

支
出

金
県

支
出

金
起

債
分

・
負

担
金

諸
収

入

1
下
水
道
費

1
下
水
道
費

雨
水
補
助
事
業

4
7
,
0
0
0
,
0
0
0

3
0
,
4
0
0
,
0
0
0

1
4
,
9
0
0
,
0
0
0

1
5
,
5
0
0
,
0
0
0

1
下
水
道
費

1
下
水
道
費

流
域
下
水
道
事
業

1
7
,
0
7
9
,
0
0
0

1
6
,
7
3
5
,
2
7
2

1
3
5
,
2
7
2

1
6
,
6
0
0
,
0
0
0

1
下
水
道
費

1
下
水
道
費

特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
流
域

下
水

道
事

業
1
,
7
6
9
,
0
0
0

1
,
7
3
2
,
8
1
5

1
3
2
,
8
1
5

1
,
6
0
0
,
0
0
0

計
6
5
,
8
4
8
,
0
0
0

4
8
,
8
6
8
,
0
8
7

2
6
8
,
0
8
7

1
4
,
9
0
0
,
0
0
0

3
3
,
7
0
0
,
0
0
0

翌
年

度
繰

越
額

款
項

事
業
名

一
般

財
源

未
収

入
特

定
財

源

左
の

財
源

内
訳

金
額

3





議案第５３号 

 

倉吉市税条例の一部改正について 

 

次のとおり倉吉市税条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２７年６月８日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市税条例の一部を改正する条例 

 

 倉吉市税条例（昭和29年倉吉市条例第32号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中条及び項の表示に下線が引かれた条及び項（以下「移動条項」という。）に対応

する同表の改正後の欄中条及び項の表示に下線が引かれた条及び項（以下「移動後条項」という。）が存

在する場合には、当該移動条項を当該移動後条項とし、移動条項に対応する移動後条項が存在しない場合

には、当該移動条項（以下「削除条」という。）を削り、移動後条項に対応する移動条項が存在しない場

合には、当該移動後条項（以下「追加項」という。）を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項の表示及び削除条を除く。以下「改正部分」という。）

に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項の表示及び追加項を除く。以下「改正後部分」と

いう。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が

存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 次の表の改正後の欄中太線で囲まれた表を加える。 

 

改正後 改正前 

  

（所得割の課税標準） （所得割の課税標準） 

第35条 略 第35条 略 

２ 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得

金額は、法又はこれに基づく政令で特別の定めを

する場合を除くほか、それぞれ所得税法（昭和40

年法律第33号）その他の所得税に関する法令の規

定による所得税法第22条第２項又は第３項の総所

得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の

例によって算定する。ただし、同法第60条の２か

ら第60条の４までの規定の例によらないものとす

る。 

２ 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得

金額は、法又はこれに基づく政令で特別の定めを

する場合を除くほか、それぞれ所得税法（昭和40

年法律第33号）その他の所得税に関する法令の規

定による所得税法第22条第２項又は第３項の総所

得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の

例によって算定する。 

３～６ 略 ３～６ 略 

  

（寄附金税額控除） （寄附金税額控除） 

第37条 所得割の納税義務者が、前年中に法第314条

の７第１項第１号及び第２号に掲げる寄附金又は

第３項及び第４項に規定する寄附金を支出した場

合においては、法第314条の７第１項に規定すると

ころにより控除すべき額（当該納税義務者が前年

中に同項第１号に掲げる寄附金を支出した場合に

あっては、当該控除すべき金額に特例控除額を加

算した金額。以下この項において「控除額」とい

う。）をその者の第36条の３及び前条の規定を適

用した場合の所得割の額から控除するものとす

る。この場合において、当該控除額が当該所得割

の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割

の額に相当する金額とする。 

第37条 所得割の納税義務者が、前年中に法第314条

の７第１項各号に掲げる寄附金を支出した場合に

おいては、法第314条の７第１項に規定するところ

により控除すべき額（当該納税義務者が前年中に

同項第１号に掲げる寄附金を支出した場合にあっ

ては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算し

た金額。以下この項において「控除額」という。）

をその者の第36条の３及び前条の規定を適用した

場合の所得割の額から控除するものとする。この

場合において、当該控除額が当該所得割の額を超

えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相

当する金額とする。 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

４ 法第314条の７第１項第４号の条例で定める住

民の福祉の増進に寄与する寄附金は、鳥取県税条

例（平成13年鳥取県条例第10号）第24条の４第３

項に規定する寄附金のうち、次の表に掲げる法人

に対する同表の右欄に定める期間内に支出された

寄附金とする。 

 

 名称 主たる事務所 期間   
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の所在地 

 特定非営利活

動法人鳥取県

自閉症協会 

鳥 取 市 瓦 町

601 

平成27年１月

１日から平成

31年12月31日

まで 

  

  

（市民税の申告） （市民税の申告） 

第39条の２ 第24条第１項第１号の者は、３月15日

までに施行規則第５号の４様式（別表）による申

告書を市長に提出しなければならない。ただし、

法第317条の６第１項又は第４項の規定によって

給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出

する義務がある者から１月１日現在において給与

又は公的年金等の支払を受けている者で前年中に

おいて給与所得以外の所得又は公的年金等に係る

所得以外の所得を有しなかったもの（公的年金等

に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保

険料控除額（令第48条の９の７に規定するものを

除く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命保

険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、

配偶者特別控除額若しくは法第314条の２第５項

に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて

雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313

条第８項に規定する純損失の金額の控除、同条第

９項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控

除若しくは第37条（同条第４項に規定する寄附金

に係る部分を除く。）の規定によって控除すべき

金額（以下この条において「寄附金税額控除額」

という。）の控除を受けようとするものを除く。

以下この条において「給与所得等以外の所得を有

しなかった者」という。）及び第25条第２項に規

定する者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄

の(２)に掲げる者を除く。）については、この限

りでない。 

第39条の２ 第24条第１項第１号の者は、３月15日

までに施行規則第５号の４様式（別表）による申

告書を市長に提出しなければならない。ただし、

法第317条の６第１項又は第４項の規定によって

給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出

する義務がある者から１月１日現在において給与

又は公的年金等の支払を受けている者で前年中に

おいて給与所得以外の所得又は公的年金等に係る

所得以外の所得を有しなかったもの（公的年金等

に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保

険料控除額（令第48条の９の７に規定するものを

除く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命保

険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、

配偶者特別控除額若しくは法第314条の２第５項

に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて

雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313

条第８項に規定する純損失の金額の控除、同条第

９項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控

除若しくは第37条の規定によって控除すべき金額

（以下この条において「寄附金税額控除額」とい

う。）の控除を受けようとするものを除く。以下

この条において「給与所得等以外の所得を有しな

かった者」という。）及び第25条第２項に規定す

る者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄の

(２)に掲げる者を除く。）については、この限り

でない。 

２～５ 略 ２～５ 略 

６ 第24条第１項第１号の者は、第37条第１項（同

条第４項に規定する寄附金に係る部分に限る。）

の規定によって控除すべき金額の控除を受けよう

とする場合においては、３月15日までに、施行規

則第５号の５の３様式による申告書を、市長に提

出しなければならない。 

 

７ 略 ６ 略 

８ 略 ７ 略 

  

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親

族申告書） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親

族申告書） 

第39条の３の３ 略 第39条の３の３ 略 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告

書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が所

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告

書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が所
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得税法第203条の５第５項に規定する納税地の所

轄税務署長の承認を受けている場合には、施行規

則で定めるところにより、当該申告書の提出に代

えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書

に記載すべき事項を電磁的方法により提供するこ

とができる。 

得税法第203条の５第４項に規定する納税地の所

轄税務署長の承認を受けている場合には、施行規

則で定めるところにより、当該申告書の提出に代

えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書

に記載すべき事項を電磁的方法により提供するこ

とができる。 

５ 略 ５ 略 

  

附 則 附 則 

  

（納期限の延長に係る延滞金の特例） （納期限の延長に係る延滞金の特例） 

第４条 当分の間、日本銀行法（平成９年法律第89

号）第15条第１項（第１号に係る部分に限る。）

の規定により定められる商業手形の基準割引率が

年5.5パーセントを超えて定められる日からその

後年5.5パーセント以下に定められる日の前日ま

での期間（当該期間内に前条第２項の規定により

第55条に規定する延滞金の割合を同項に規定する

特例基準割合とする年に含まれる期間がある場合

には、当該期間を除く。以下この項において「特

例期間」という。）内（法人税法第75条の２第１

項（同法第144条の８において準用する場合を含

む。）の規定により延長された法第321条の８第１

項に規定する申告書の提出期限又は法人税法第81

条の24第１項の規定により延長された法第321条

の８第４項に規定する申告書の提出期限が当該年

5.5パーセント以下に定められる日以後に到来す

ることとなる市民税に係る申告基準日が特例期間

内に到来する場合における当該市民税に係る第55

条の規定による延滞金にあっては、当該年5.5パー

セントを超えて定められる日から当該延長された

申告書の提出期限までの期間内）は、特例期間内

にその申告基準日の到来する市民税に係る第55条

に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同

条及び前条第２項の規定にかかわらず、当該年7.3

パーセントの割合と当該申告基準日における当該

商業手形の基準割引率のうち年5.5パーセントの

割合を超える部分の割合を年0.25パーセントの割

合で除して得た数を年0.73パーセントの割合に乗

じて計算した割合とを合計した割合（当該合計し

た割合が年12.775パーセントの割合を超える場合

には、年12.775パーセントの割合）とする。 

第４条 当分の間、日本銀行法（平成９年法律第89

号）第15条第１項（第１号に係る部分に限る。）

の規定により定められる商業手形の基準割引率が

年5.5パーセントを超えて定められる日からその

後年5.5パーセント以下に定められる日の前日ま

での期間（当該期間内に前条第２項の規定により

第55条に規定する延滞金の割合を同項に規定する

特例基準割合とする年に含まれる期間がある場合

には、当該期間を除く。以下この項において「特

例期間」という。）内（法人税法第75条の２第１

項（同法第145条第１項において準用する場合を含

む。）の規定により延長された法第321条の８第１

項に規定する申告書の提出期限又は法人税法第81

条の24第１項の規定により延長された法第321条

の８第４項に規定する申告書の提出期限が当該年

5.5パーセント以下に定められる日以後に到来す

ることとなる市民税に係る申告基準日が特例期間

内に到来する場合における当該市民税に係る第55

条の規定による延滞金にあっては、当該年5.5パー

セントを超えて定められる日から当該延長された

申告書の提出期限までの期間内）は、特例期間内

にその申告基準日の到来する市民税に係る第55条

に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同

条及び前条第２項の規定にかかわらず、当該年7.3

パーセントの割合と当該申告基準日における当該

商業手形の基準割引率のうち年5.5パーセントの

割合を超える部分の割合を年0.25パーセントの割

合で除して得た数を年0.73パーセントの割合に乗

じて計算した割合とを合計した割合（当該合計し

た割合が年12.775パーセントの割合を超える場合

には、年12.775パーセントの割合）とする。 

２ 略 ２ 略 

  

 （たばこ税の税率の特例） 

 第16条の２ たばこ事業法附則第２条の規定による

廃止前の製造たばこ定価法（昭和40年法律第122

号）第１条第１項に規定する紙巻たばこ３級品の

当該廃止の時における品目と同一である喫煙用の

紙巻たばこに係るたばこ税の税率は、第101条の規

定にかかわらず、当分の間、1,000本につき2,495
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円とする。 

 ２ 前項の規定の適用がある場合における第104条

第１項から第４項までの規定の適用については、

同条第１項中「第34号の２様式」とあるのは「第

48号の５様式」と、同条第２項中「第34号の２の

２様式」とあるのは「第48号の６様式」と、同条

第３項中「第34号の２の６様式」とあるのは「第

48号の９様式」と、同条第４項中「第34号の２様

式又は第34号の２の２様式」とあるのは「第48号

の５様式又は第48号の６様式」とする。 

  

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行する。 

(１) 倉吉市税条例第35条第２項及び第39条の３の３第４項の改正並びに次条第１項の規定 平成28年

１月１日 

(２) 倉吉市税条例附則第４条第１項の改正及び附則第16条の２を削る改正並びに附則第３条の規定 

平成28年４月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の倉吉市税条例（以下「新条例」という。）第35条第２項の規定は、平成28

年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成27年度以前の年度分の個人の市民税については、

なお従前の例による。 

２ 新条例第37条及び第39条の２の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成27年１月１日以後に支出

する同条に規定する寄附金について適用し、同日前に支出するこの条例による改正前の倉吉市税条例（以

下「旧条例」という。）第37条及び第39条の２の規定による寄附金については、なお従前の例による。 

（市たばこ税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課す

べきであった旧条例附則第16条の２に規定する喫煙用の紙巻たばこ（以下この条において「紙巻たばこ

３級品」という。）に係る市たばこ税については、なお従前の例による。 

２ 次の各号に掲げる期間内に、地方税法（昭和25年法律第226号）第465条第１項に規定する売渡し又は

同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ３級品に係る市たばこ税の税率は、

新条例第101条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。 

(１) 平成28年４月１日から平成29年３月31日まで 1,000本につき2,925円 

(２) 平成29年４月１日から平成30年３月31日まで 1,000本につき3,355円 

(３) 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで 1,000本につき4,000円 

３ 前項の規定の適用がある場合における新条例第104条第１項から第４項までの規定の適用については、

次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替え

るものとする。 

第104条第１項 第34号の２様式 地方税法施行規則の一部を改正する省

令（平成27年総務省令第38号）の規定

による改正前の地方税法施行規則（以

下この条において「平成27年改正前の

地方税法施行規則」という。）第48号

の５様式 

第104条第２項 第34号の２の２様式 平成27年改正前の地方税法施行規則第

48号の６様式 

第104条第３項 第34号の２の６様式 平成27年改正前の地方税法施行規則第

48号の９様式 

第104条第４項 第34号の２様式又は第34号の２の

２様式 

平成27年改正前の地方税法施行規則第

48号の５様式又は第48号の６様式 

４ 平成28年４月１日前に地方税法第465条第１項に規定する売渡し又は同条第２項に規定する売渡し若
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しくは消費等（同法第469条第１項第１号及び第２号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。）

が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等（新条例第98条第１項に規定

する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。）又は小売販売業者がある場合において、これ

らの者が所得税法等の一部を改正する法律（平成27年法律第９号。以下「所得税法等改正法」という。）

附則第52条第１項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の

製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるとき

は、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場

合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在す

る当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業

者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当

該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき

430円とする。 

５ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法等の一部を改正する法律

（平成27年法律第２号。以下「平成27年改正法」という。）附則第20条第４項に規定する申告書を平成

28年５月２日までに市長に提出しなければならない。 

６ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成28年９月30日までに、その申告に係る税金を地方税法

施行規則（昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。）第34号の２の５様式による納付書に

よって納付しなければならない。 

７ 第４項の規定により市たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、

新条例第19条、第104条第４項及び第５項、第106条の２並びに第107条の規定を適用する。この場合にお

いて、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

第19条 第104条第１項若しくは第２項、 倉吉市税条例の一部を改正する条例

（平成27年倉吉市条例第 号。以下

この条及び第２章第４節において

「平成27年改正条例」という。）附

則第５条第６項、 

第19条第２号 第104条第１項若しくは第２項 平成27年改正条例附則第３条第５項 

第19条第３号 第51条第１項の申告書（法第321条

の８第22項及び第23項の申告書を

除く。）、第104条第１項若しくは

第２項の申告書又は第145条第１

項の申告書でその提出期限 

平成27年改正条例附則第３条第６項

の納期限 

第104条第４項 施行規則第34号の２様式又は第34

号の２の２様式 

平成27年改正法附則第20条第４項の

規定 

第104条第５項 第１項又は第２項 平成27年改正条例附則第３条第６項 

第106条の２ 第104条第１項又は第２項 平成27年改正条例附則第３条第５項 

当該各項 同項 

第107条第２項 第104条第１項又は第２項 平成27年改正条例附則第３条第６項 

８ 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に小売販売業者の営

業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ３級品のうち、第４項の規定により市たばこ税を

課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例

第105条の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ３級品につき納付された、又は納付されるべ

き市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額

から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第

104条第１項から第３項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る紙巻たばこ３級

品の品目ごとの本数についての明細を記載した施行規則第16号の５様式による書類を添付しなければな

らない。 

９ 平成29年４月１日前に地方税法第465条第１項に規定する売渡し又は同条第２項に規定する売渡し若

しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業

者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第８項の規定により製造たばこの製

造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなし

て同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙

巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これら
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の者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所

において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を

課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級

品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。 

10 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この

場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句に読み替えるものとする。 

第５項 前項 第９項 

附則第20条第４項 附則第20条第10項において準用する

同条第４項 

平成28年５月２日 平成29年５月１日 

第６項 平成28年９月30日 平成29年10月２日 

第７項の表以外の部

分 

第４項 第９項 

から 、第５項及び 

第７項の表第19条の

項 

附則第３条第６項 附則第３条第10項において準用する

同条第６項 

第７項の表第19条第

２号の項 

附則第３条第５項 附則第３条第10項において準用する

同条第５項 

第７項の表第19条第

３号の項 

附則第３条第６項 附則第３条第10項において準用する

同条第６項 

第７項の表第19条第

４項の項 

附則第20条第４項 附則第20条第10項において準用する

同条第４項 

第７項の表第104条

第５項の項 

附則第３条第６項 附則第３条第10項において準用する

同条第６項 

第７項の表第106条

の２の項 

附則第３条第５項 附則第３条第10項において準用する

同条第５項 

第７項の表第107条

第２項の項 

附則第３条第６項 附則第３条第10項において準用する

同条第６項 

第８項 第４項 第９項 

11 平成30年４月１日前に地方税法第465条第１項に規定する売渡し又は同条第２項に規定する売渡し若

しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業

者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第10項の規定により製造たばこの製

造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなし

て同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙

巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これら

の者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所

において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を

課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級

品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき645円とする。 

12 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この

場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句に読み替えるものとする。 

第５項 前項 第11項 

附則第20条第４項 附則第20条第12項において準用する

同条第４項 

平成28年５月２日 平成30年５月１日 

第６項 平成28年９月30日 平成30年10月１日 

第７項の表以外の部

分 

第４項 第11項 

から 、第５項及び 

第７項の表第19条の

項 

附則第３条第６項 附則第３条第12項において準用する

同条第６項 

第７項の表第19条第

２号の項 

附則第３条第５項 附則第３条第12項において準用する

同条第５項 
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第７項の表第19条第

３号の項 

附則第３条第６項 附則第３条第12項において準用する

同条第６項 

第７項の表第19条第

４項の項 

附則第20条第４項 附則第20条第12項において準用する

同条第４項 

第７項の表第104条

第５項の項 

附則第３条第６項 附則第３条第12項において準用する

同条第６項 

第７項の表第106条

の２の項 

附則第３条第５項 附則第３条第12項において準用する

同条第５項 

第７項の表第107条

第２項の項 

附則第３条第６項 附則第３条第12項において準用する

同条第６項 

第８項 第４項 第11項 

13 平成31年４月１日前に地方税法第465条第１項に規定する売渡し又は同条第２項に規定する売渡し若

しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業

者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第12項の規定により製造たばこの製

造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなし

て同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙

巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これら

の者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所

において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を

課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級

品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき1,262円とする。 

14 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この

場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句に読み替えるものとする。 

第５項 前項 第13項 

附則第20条第４項 附則第20条第14項において準用する

同条第４項 

平成28年５月２日 平成31年４月30日 

第６項 平成28年９月30日 平成31年９月30日 

第７項の表以外の部

分 

第４項 第13項 

から 、第５項及び 

第７項の表第19条の

項 

附則第３条第６項 附則第３条第14項において準用する

同条第６項 

第７項の表第19条第

２号の項 

附則第３条第５項 附則第３条第14項において準用する

同条第５項 

第７項の表第19条第

３号の項 

附則第３条第６項 附則第３条第14項において準用する

同条第６項 

第７項の表第19条第

４項の項 

附則第20条第４項 附則第20条第14項において準用する

同条第４項 

第７項の表第104条

第５項の項 

附則第３条第６項 附則第３条第14項において準用する

同条第６項 

第７項の表第106条

の２の項 

附則第３条第５項 附則第３条第14項において準用する

同条第５項 

第７項の表第107条

第２項の項 

附則第３条第６項 附則第３条第14項において準用する

同条第６項 

第８項 第４項 第13項 
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議案第５４号 

 

倉吉市災害遺児手当支給条例の一部改正について 

 

次のとおり倉吉市災害遺児手当支給条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２７年６月８日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市災害遺児手当支給条例の一部を改正する条例 

 

 倉吉市災害遺児手当支給条例（昭和47年倉吉市条例第14号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動号」という。）に対応する同表の改正

後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動後号」という。）が存在する場合には、当該移動号を

当該移動後号とし、移動号に対応する移動後号が存在しない場合には、当該移動号（以下「削除号」とい

う。）を削り、移動後号に対応する移動号が存在しない場合には、当該移動後号（以下「追加号」とい

う。）を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び削除号を除く。以下「改正部分」という。）

に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び追加号を除く。以下「改正後部分」と

いう。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が

存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該

改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

  

（定義） （定義） 

第２条 この条例において「災害遺児」とは、義務

教育終了前の児童（15歳に達した日の属する学年

の末日以前の児童をいい、同日以後引き続いて中

学校又は特別支援学校の中学部に在学する児童を

含む。）で、市内に住所を有するもののうち、そ

の養育者が天災又は交通事故、海難その他の事故

（以下「災害」という。）により死亡し、又は障

がいの状態（児童扶養手当法施行令(昭和36年政令

第405号)別表第２に定める程度の障害の状態をい

う。以下同じ。）となったもの（夫（婚姻の届出

をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含む。）が災害により死亡し、又は障が

いの状態となった当時胎児であった子が生まれた

場合における当該子を含む。）をいう。 

第２条 この条例において「災害遺児」とは、義務

教育終了前の児童（15歳に達した日の属する学年

の末日以前の児童をいい、同日以後引き続いて中

学校又は特別支援学校の中学部に在学する児童を

含む。）で、市内に住所を有するもののうち、そ

の養育者が天災又は交通事故、海難その他の事故

（以下「災害」という。）により死亡し、又は障

害の状態（児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)

別表第２に定める程度の障害の状態をいう。以下

同じ。）となったもの（夫（婚姻の届出をしてい

ないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を

含む。）が災害により死亡し、又は障害の状態と

なった当時胎児であった子が生まれた場合におけ

る当該子を含む。）をいう。 

２ この条例において「養育者」とは、次に掲げる

者をいう。 

２ この条例において「養育者」とは、次の各号に

掲げる者をいう。 

(１) 父又は母 (１) 父 

 (２) 母（父が死亡し、若しくは障害の状態にあ

るとき、又はこれらと同様の状態にあるときに

限る。） 

(２) 児童を監護し、かつ、その生計を維持する

者（父及び母のいずれもが死亡し、若しくは障

がいの状態にあり、又はこれらと同様の状態に

あるときに限る。） 

(３) 児童を監護し、かつ、その生計を維持する

者で、前２号に掲げる者以外のもの（父及び母

が死亡し、若しくは障害の状態にあるとき、又

はこれらと同様の状態にあるときに限る。） 

  

（手当の支給） （手当の支給） 

第３条 略 第３条 略 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、

手当を支給しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、手当は、次の各号の

いずれかに該当する災害遺児については、支給し

ない。 

 (１) 父がその生計を維持するに至った者 

(１) 災害遺児の生計を維持し、又は災害遺児と

生計を同じくする父又は母が再婚（婚姻の届出

(２) 母が婚姻（婚姻の届出をしていないが、事

実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含
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をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情

にある場合を含む。）をした場合 

む。）をした者でその配偶者と生計を同じくす

るもの 

 (３) 父から認知された者でその父と生計を同じ

くするもの 

(２) 災害遺児が養子となった場合 (４) 養子となった者 

(３) 災害遺児の生計を維持し、又は災害遺児と

生計を同じくする者の前年（１月から６月まで

の間に支給される手当については、前々年）の

所得について、所得税が課されている場合 

 

  

 

附 則 

 この条例は、平成27年７月１日から施行する。ただし、第３条第２項に第３号を加える改正は、平成28

年４月１日から施行する。 
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議案第５５号 

 

倉吉市介護保険条例の一部改正について 

 

次のとおり倉吉市介護保険条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２７年６月８日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

 倉吉市介護保険条例（平成12年倉吉市条例第11号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄

中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後

部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削る。 

 

改正後 改正前 

  

附 則 附 則 

  

（介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経

過措置） 

（介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経

過措置） 

第13条 法第115条の45第１項に規定する介護予

防・日常生活支援総合事業及び同条第２項第４号

に掲げる事業については、介護予防及び生活支援

の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を

図るため、平成27年４月１日から平成29年３月31

日までの間は行わず、平成29年４月１日から行う

ものとする。 

第13条 法第115条の45第１項に規定する介護予

防・日常生活支援総合事業、同条第２項第４号に

掲げる事業及び同項第５号に掲げる事業について

は、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等

に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年４

月１日から平成29年３月31日までの間は行わず、

平成29年４月１日から行うものとする。 

  

 
附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第５６号 

 

工事請負契約の締結についての議決の一部変更について 

 

平成２６年９月２５日市議会の議決を経た灘手工業用地貸工場建設（建築主体）工事に係る「工事

請負契約の締結について」（平成２６年議案第６８号）の一部を次のとおり変更することについて、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２７年６月８日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 

 

 

「工事請負契約の締結について」の 

５ 契約金額 

「１，２４９，５６０，０００円」を 

「１，３１３，９４０，０００円」に改める。 
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議案第５７号 

 

工事請負契約の締結についての議決の一部変更について 

 

平成２６年９月２５日市議会の議決を経た灘手工業用地貸工場建設（機械設備）工事に係る「工事

請負契約の締結について」（平成２６年議案第７０号）の一部を次のとおり変更することについて、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２７年６月８日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 

 

 

「工事請負契約の締結について」の 

５ 契約金額 

「３２９，４００，０００円」を 

「２８１，６００，０００円」に改める。 

 

18





議案第５８号 
 
   財産の無償譲渡について 
 
 次のとおり財産を無償で譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条

第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 
 
  平成２７年６月８日提出 
 
                          倉吉市長 石田 耕太郎 
 
 
１ 譲渡の目的 
   旧山守診療所等の財産について、現在当該財産を使用している者に無償譲渡することにより、

地域の振興を図るもの 
 
２ 財産の種類及び数量 
   土地 ５２６．７４平方メートル 
   建物 鉄筋コンクリート造陸屋根二階建 ２１２．８９平方メートル 

 コンクリートブロック造陸屋根平屋建 ６．００平方メートル 
 
３ 所 在 地 
   倉吉市関金町堀字新田大境１７４８番２ 
 
４ 譲渡の相手方 

 倉吉市関金町堀１７４８番地２ 
 森本敏彦 
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議案第５９号 

 

市道の路線の廃止について 

 

次のとおり市道の路線を廃止することについて、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０

条第３項において準用する同法第８条第２項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２７年６月８日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 

 

 

整理 

番号 
路 線 名 

起    点 
重要な経過地 

終    点 

① 駅北通り線 
倉吉市上井字宮ノ前１８５番２地先 

倉吉市山根字大谷２３番１地先 

② 上井海田東町線 
倉吉市上井字五反田３１７番１地先 

倉吉市海田東町字荒神８４番２地先 
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議案第５９号 参考資料 ① 

番号 ① 

路線名 駅北通り線 

廃止  

 3.1ｍ～12.9ｍ 

 1,131.0ｍ 総延長 

幅員 
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議案第５９号 参考資料 ② 

番号 ② 

路線名 上井海田東町線 

廃止  

総延長  629.9ｍ 

幅員  4.4ｍ～20.0ｍ 
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議案第６０号 

 

市道の路線の認定について 

 

次のとおり市道の路線を認定することについて、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条

第２項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２７年６月８日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 

 

 

整理 

番号 
路 線 名 

起    点 
重要な経過地 

終    点 

① 上井駅北線 
倉吉市上井字宮ノ坪７８番１地先 

倉吉市上井字山田１９番１地先 

② 上井海田東町線 
倉吉市上井町二丁目１番１地先 

倉吉市海田東町字荒神８４番２地先 
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議案第６０号 参考資料 ① 

番号 ① 

路線名 上井駅北線 

認定  

総延長  427.3ｍ 

幅員  4.0ｍ～7.7ｍ 

県道整備計画路線 

 

延長：1,200ｍ 

幅員：10.75ｍ 
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議案第６０号 参考資料 ② 

番号 ② 

上井海田東町線 

 

 853.4ｍ 

4.4ｍ～20.0ｍ 

路線名 

認定 

総延長 

幅員 
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議案第６１号 

 

倉吉市名誉市民の決定について 

 

次の者に倉吉市名誉市民の称号を贈ることについて、倉吉市名誉市民条例（昭和３８年倉吉市条例

第２９号）第２条の規定により、本市議会の同意を求める。 

 

平成２７年６月８日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 

 

 

 大 坂 弘 道 生年月日 昭和１２年２月２０日生 

 出 身 地 倉吉市下古川 
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倉吉市名誉市民候補者 

 

  大 坂 弘 道 

生年月日 昭和１２年２月２０日生 

出 身 地 倉吉市下古川 

 

 

業 績 

 

昭和４８年、第１３回伝統工芸新作展に《神代杉砂磨箱》を出品し、東京都教育委員会賞受賞。 

昭和４９年、第１４回伝統工芸新作展に《栃造刳短冊箱》を出品し、日本工芸会東京支部賞受賞。  

昭和５３年、第２５回日本伝統工芸展に《朴木菱形木画箱》を出品し、文部大臣賞受賞。 

昭和５４年、第２６回日本伝統工芸展に《菱形木画箱》を出品し、日本工芸会総裁賞受賞。 

昭和５５年、宮内庁より正倉院宝物復元模造を委嘱される。 

昭和６１年、《紫檀木画箱》を復元し、正倉院に納める。 

昭和６２年、第３４回日本伝統工芸展に《紅木紫檀八角経筒》を出品し、保持者選賞受賞。 

平成３年、第３１回伝統工芸新作展に《黒柿印匣》を出品、宮内庁買い上げ。 

平成９年、重要無形文化財「木工芸」の保持者（人間国宝）に認定される。 

平成９年、倉吉市市民栄誉賞受賞。 

平成１０年、紫綬褒章受章。 

平成１１年、伯耆いきいきライフカレッジで「匠の技と知恵」と題し講演。 

平成２４年、練馬区立美術館で「人間国宝 大坂弘道展」開催。 

平成２６年、倉吉博物館で「人間国宝 大坂弘道展 正倉院から華開いた木の物語」が開催され、

新作を含め７２点もの作品が展示される。会期中には、記念講演会や小学生のための作品解説会を行

い、市民に分かりやすく作品を伝えた。また、倉吉市に作品１０点と関連資料を寄贈。 
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陳情第 ７ 号 

 

   ＮＨＫ受信料の全世帯支払義務化に反対する意見書提出について 

 

１  提 出 者   足羽 佑太 

 

２  受理年月日   平成２７年 ３月１９日 

 

 別紙のとおり陳情書の提出があった。 

 

  平成２７年 ６月 ８日 

 

             倉吉市議会議長  由 田  隆 

 

陳1



陳2



陳3





 

陳情第 ８ 号 

 

   倉吉市国民健康保険条例の改正について 

 

１  提 出 者   足羽 佑太 

 

２  受理年月日   平成２７年 ４月２０日 

 

 別紙のとおり陳情書の提出があった。 

 

  平成２７年 ６月 ８日 

 

             倉吉市議会議長  由 田  隆 

陳4



陳5



 

陳情第 ９ 号 

 

人種差別を扇動するヘイトスピーチを禁止し処罰する法律の制定を求める意見書提

出について 

 

１  提 出 者   在日本大韓民国民団鳥取県地方本部 

団長 薛 幸夫 

 

２  受理年月日   平成２７年 ５月１９日 

 

 別紙のとおり陳情書の提出があった。 

 

  平成２７年 ６月 ８日 

 

             倉吉市議会議長  由 田  隆 

陳6



陳7
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